
  

 

令和８年７月１日において、次の要件を、すべて満たしている方が支給対象となります。 

（家計急変申請の場合は、原則として、申請のあった月の翌月の１日現在の状況によります。） 

(1) 沖縄県内に住所を有する保護者等（親権者）のうち、生徒本人が日本国籍を有し、高等学

校等就学支援金の対象校に在学している者 

(2) 年収 490 万円未満程度（保護者等（親権者）全員の住民税所得割額（道府県民税及び市町

村民税所得割額）の合算額が 182,500 円未満）の世帯または生活保護受給世帯 

(3) 生徒が、高等学校等就学支援金または学び直し支援金の支給期間内である。 

(4) 生徒が、平成 26 年度以降に入学して在学中で、休学中ではない。 

(5) 児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていない。 

(6) 在学中に、これまで「高校生等奨学のための給付金」を３回（定時制・通信制課程の場合は

４回）以上給付されていない（過去に在学した学校における給付回数も含む） 

※令和８年度からは生徒本人の国籍・在留資格を確認します。外国籍の生徒については、高校事務室

までご相談ください。 
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